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第４編 国民生活の安定その他の措置 

 

第１章 国民生活の安定 

 

県は、武力攻撃事態等又は緊急対処事態においては、生活関連物資等が不足するこ

とも想定されるため、国と連携しつつ、適切な措置を講じ、物価の安定等を図る必要

があることから、国民生活の安定に関する措置に必要な事項について、以下のとおり

定める。 

 

１ 生活関連物資等の価格安定 

(１)県は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資

若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）

の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するため、次に

掲げる措置を行う。 

① 生活関連物資等の価格が高騰買占め及び売惜しみの防止のための調査や監視を行

い、必要に応じ、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請

等を行う。 

② 生活関連物資等の需給・価格動向について、物価情報ネットワーク等を活用しつつ、

国民への迅速かつ的確な情報提供に努めるとともに、必要に応じ、国民からの相談窓

口・情報収集窓口を設置する。 

 

(２)県は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあると

きには、関係法令に基づき、次に掲げる措置を実施する。 

① 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和４８年

法律第４８号。以下「買占め等防止法」という。）に係る措置 

  県は、国が買占め等防止法第２条第１項に基づき、政令で特別の調査を要する物資

（以下「特定物資」という。）を指定した場合は、県の区域内のみに事務所等を有し

特定物資を生産し、輸入し又は販売する事業者（小売業者を除く。）及び県の区域内

に事務所等を有し特定物資を販売する小売業者に対し、次の措置を講ずる。 

ア 特定物資について、その価格の動向及び需給の状況に関する必要な調査（買占め等

防止法第３条） 

イ 特定物資の生産、輸入又は販売の事業者が買占め又は売惜しみにより多量に当該特

定物資を保有していると認められる場合の当該事業者に対する当該特定物資の売渡

しの指示（買占め等防止法第４条第１項） 

ウ 売渡しの指示に従わなかった場合についての事業者に対する売渡しの命令（買占め

等防止法第４条第２項） 

エ 売渡しの命令を実施したことによる事業者同士の協議が実施できない場合の裁定及

びその結果通知（買占め等防止法第４条第４項及び第５項） 
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オ 売渡しの指示及び命令に係る事業者に対する報告命令、立入検査及び質問（買占め

等防止法第５条第１項及び第２項） 

 

② 国民生活安定緊急措置法に係る措置 

県は、国が国民生活安定緊急措置法（昭和４８年法律第１２１号）第３条第１項に基

づき、政令で特に価格の安定を図るべき物資（以下「指定物資」という。）を指定した

場合は、県の区域内のみに事業場を有し指定物資を販売する事業者（小売業者を除く。）

及び県の区域内に事業場を有し指定物資を販売する小売業者に対し、次の措置を講ずる。 

 

ア 指定物資について、その定められた標準価格又は販売価格の表示の指示及び指示に

従わない小売業者の公表（国民生活安定緊急措置法第第６条第２項及び第３項） 

イ 指定物資を規定する価格を超えた価格で販売している事業者に対しての規定する価

格以下の価格で販売すべきことの指示及び正当な理由なく従わなかった者の公表（国

民生活安定緊急措置法第７条） 

ウ ア及びイの措置に必要な限度における、指定物資を販売する事業者に対する業務若

しくは経理の状況報告、事業場への立入検査、関係者への質問（国民生活安定緊急措

置法第３０条第１項） 

 

③ 物価統制令に係る措置 

県は、国が物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第４条及び第７条並びに物価統

制令施行令第２条に基づき、告示で物資及び役務についての統制額を指定した場合は、

ア及びイの措置を講ずる。 

ア 統制額を超える契約等に対する例外許可（物価統制令第３条第１項但書） 

イ 履行中の契約の変更等に関して別段の定めを設けること及び統制額を超える価格と

することの許可（物価統制令第８条ノ２但書） 

 また、必要があると認められるときは、物価に関する報告の徴収、帳簿の作成命令を

行うとともに、必要な場所へ臨検し業務の状況若しくは帳簿書類等の検査を実施する。

（物価統制令第３０条第１項） 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

(１)被災児童生徒等に対する教育 

県及び県教育委員会は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにす

るため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、奨学金の貸与、被

災による生活困窮家庭の児童生徒等に対する就学援助を行うとともに、避難住民等が被

災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等について関係機関と連携し、

適切な措置を講ずる。 

 

(２)公的徴収金の減免等 

県は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、県税に関
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する申告、申請及び請求等の書類、納付又は納入に関する期間の延期並びに県税(延滞

金を含む。)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

 

(３)就労状況の把握と雇用の確保 

県は、被災者等の就労状況の把握に努めるとともに、厚生労働省の職業紹介等の雇用

施策及び被災地域における雇用の維持に関する措置に協力し、その避難住民等、被災地

域等の実情に応じた雇用確保等に努める。 

 

(４)生活再建資金の融資等 

県は、武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害により住居・家財及び事業所等に

被害を受けた者が、自力で生活の再建をするに当たり必要となる資金については、自然

災害時の制度等を参考にしつつ、被災状況に応じた制度の実施等の対応を検討するとと

もに、その円滑な実施を目的に総合的な相談窓口を開設し、当該総合窓口を中心に被災

者、事業者等に応じた対応を実施する。 

 

３ 生活基盤等の確保 

(１)県による生活基盤等の確保 

① 工業用水道事業者である県は、水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を

講ずる。 

② 河川管理施設、下水道施設、道路、港湾及び空港の管理者である県は、河川管理施

設、下水道施設、道路、港湾及び空港を適切に管理する。 

 

(２)指定地方公共機関による生活基盤等の確保 

① ガス事業者である指定地方公共機関は、国民保護業務計画で定めるところにより、

ガスを安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずることとする。 

② 運送事業者である指定地方公共機関は、国民保護業務計画で定めるところにより、

旅客及び貨物の運送を確保するために必要な措置を講ずることとする。 

③ 医療関係機関である指定地方公共機関は、国民保護業務計画に定めるところにより、

医療を確保するために必要な措置を講ずることとする。 

④ 道路の管理者である指定地方公共機関は、国民保護業務計画に定めるところにより、

道路を適切に管理することとする。 
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第２章 赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理 

 

県は、武力攻撃事態等において、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する

赤十字標章等及び特殊標章等を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の

適切な交付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

【赤十字標章等及び特殊標章等の意義】 

千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に

関する追加議定書（議定書 I）（以下「第一追加議定書」という。）において規定される

赤十字標章等及び国際的な特殊標章等は、それぞれ国民の保護のために重要な役割を担

う医療行為及び国民保護措置を行う者及びその団体、その団体が使用する場所若しくは

車両、船舶、航空機等を識別するために使用することができ、それらは、ジュネーヴ諸

条約及び第一追加議定書の規定に従って保護される。 

 

１ 国民保護法で規定される赤十字標章等及び特殊標章等 

(１)赤十字標章等 

① 標章 

第一追加議定書第８条（l）に規定される特殊標章（白地に赤十字、赤新月又は赤の

ライオン及び太陽から成る。） 

② 信号 

第一追加議定書第８条（ｍ）に規定される特殊信号（医療組織又は医療用輸送手段の

識別のための信号又は通報） 

③ 身分証明書 

第一追加議定書第１８条３に規定される身分証明書 

④ 識別対象 

医療関係者、医療機関、医療のために使用される場所及び医療用輸送手段等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白地に赤十字  （自衛隊の衛生要員等以外の医療関係者用の身分証明書のひな型） 
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(２)国際的な特殊標章等 

① 特殊標章 

第一追加議定書第６６条３に規定される国際的な特殊標章（オレンジ色地に青の正三

角形） 

② 身分証明書 

第一追加議定書第６６条３に規定される身分証明書 

③ 識別対象 

国民保護関係者、保護のために使用される場所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

オレンジ色地に青の三角形     （国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型） 

 

２ 赤十字標章等の交付及び管理 

(１)知事は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に

基づき、赤十字標章等の交付に係る交付要綱を作成した上で、以下に示す医療関係者等

に対し、赤十字標章等を交付及び使用させる。 

① 避難住民等の救援を行う医療機関及び医療関係者 

② 避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関及び医療関係者 

 

(２)知事は、以下に示す医療機関等から赤十字標章等に係る申請を受けた場合は、交付要

綱の規定に基づき、赤十字標章等の使用を許可する。 

① 医療機関である指定地方公共機関 

② 区域内で医療を行うその他の医療機関又は医療関係者 
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３ 特殊標章等の交付及び管理 

(１)知事又は県警察本部長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関する

ガイドライン」に基づき、特殊標章等の交付に係る交付要綱を作成した上で、それぞれ

以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる。 

① 知事 

・ 国民保護措置に係る職務を行う県の職員 

・ 知事の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

・ 知事が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

② 県警察本部長 

・ 国民保護措置に係る職務を行う県警察の職員 

・ 県警察本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

・ 県警察本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

(２)知事は、指定地方公共機関から特殊標章等の使用に係る申請を受けた場合は、交付要

綱の規定に基づき、特殊標章等の使用を許可する。 

 

４ 赤十字標章等及び特殊標章等に係る普及啓発 

県は、国、日本赤十字社及びその他関係機関と協力しつつ、ジュネーヴ諸条約及び第

一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における標章等の使用の意義及びそれを使用する

に当たっての濫用防止のための規定等について、教育や学習の場などの様々な機会を通

じて啓発に努める。 


